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本
町
で
は
農
地

の
拡
大
傾
向
が

強
い
の
で
、
新
規
就
農
者
が

農
地
を
す
ぐ
に
取
得
で
き
る

現
状
に
な
い
。
最
終
的
に
は

地
域
の
理
解
が
必
要
で
あ
り
、

農
業
委
員
会
と
も
相
談
し
て

い
き
た
い
。

申
請
回
数
の
上

限
は
定
め
て
い

な
い
。

清
水
円
山
展
望

台
の
ト
イ
レ
は
、

台
風
災
害
以
降
、
使
え
な
い

状
況
で
あ
る
。
十
勝
清
水
四

景
＋
１
の
観
光
施
設
の
１
つ

で
あ
る
が
、
修
繕
等
を
行
う

考
え
は
あ
る
か
。

平
成
28
年
の
台

風
災
害
で
、
川

か
ら
揚
水
す
る
パ
イ
プ
や
電

気
設
備
な
ど
が
破
損
し
当
面

休
止
と
判
断
し
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
一
昨
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
な
つ

ぞ
ら
」
の
影
響
で
周
辺
の
地

域
は
人
気
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
る
。
新
年
度
の
予
算
に

向
け
て
ど
う
い
っ
た
手
法
が

取
れ
る
か
検
討
し
た
い
。

近
年
、
毎
年
暑

い
日
が
続
き
、

社
会
体
育
施
設

の
指
定
管
理
者

の
指
定
期
間
の
満
了
時
期
が

近
づ
い
て
い
る
が
、
募
集
要

項
の
検
討
状
況
は
。

社
会
体
育
施
設

の
指
定
管
理
に

つ
い
て
は
、
令
和
３
年
度
末

で
５
か
年
間
の
指
定
期
間
が

終
了
す
る
。
ア
イ
ス
ア
リ
ー

ナ
の
指
定
期
間
も
同
時
期
に

終
了
す
る
。
令
和
４
年
以
降

の
指
定
管
理
者
の
公
募
手
続

は
、
申
請
資
格
を
ど
う
い
っ

小
中
学
生
ス
ポ

ー
ツ
活
動
送
迎

事
業
は
、
ど
の
よ
う
な
運
用

が
さ
れ
た
か
。令

和
２
年
度
は
、

御
影
中
学
校
サ

ッ
カ
ー
部
、
清
水
中
学
校
野

球
部
、
清
水
中
学
校
ア
イ
ス

ホ
ッ
ケ
ー
部
、
御
影
・
清
水

ス
ケ
ー
ト
少
年
団
の
送
迎
活

動
を
実
施
し
た
。
こ
の
事
業

は
、
令
和
元
年
度
に
中
学
生

の
部
活
動
を
対
象
に
事
業
を

開
始
し
、
令
和
２
年
度
か
ら

は
少
年
団
活
動
も
対
象
に
加

え
た
。
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
選

択
肢
を
増
や
し
、
活
動
し
や

す
い
環
境
整
備
を
図
る
重
要

な
事
業
で
あ
る
た
め
、
年
間

を
通
じ
て
相
談
を
受
け
、
対

応
し
て
い
き
た
い
。

図
書
館
資
料
整

備
で
、
重
点
的

に
整
備
し
た
図
書
は
あ
る
か
。

令
和
２
年
度
は

一
般
書
や
児
童

書
、
絵
本
な
ど
を
含
め
１
千

６
７
４
冊
、
渋
沢
栄
一
翁
な

ど
郷
土
史
関
係
資
料
を
１
１

５
冊
購
入
し
た
。
郷
土
史
関

係
の
資
料
の
収
集
は
今
後
も

充
実
さ
せ
た
い
。

農
村
で
は
、
親

世
帯
と
子
ど
も

の
世
帯
が
分
か
れ
て
い
る
家

が
増
え
て
い
る
。
農
村
浄
化

槽
設
置
推
進
事
業
補
助
金
は
、

複
数
回
の
申
請
は
可
能
か
。

カ
ラ
ス
が
異
常

に
増
え
て
い
る
。

抜
本
的
な
対
策
は
難
し
い
と

思
う
が
、
ふ
ん
害
な
ど
の
被

害
軽
減
に
向
け
た
対
策
を
研

究
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

カ
ラ
ス
が
最
近

増
え
て
い
る
実

感
は
あ
る
。
一
番
怖
い
の
は

菌
や
ウ
イ
ル
ス
の
被
害
で
あ

る
。
農
家
か
ら
の
駆
除
依
頼

が
多
い
が
、
カ
ラ
ス
も
頭
が

よ
い
た
め
駆
除
が
難
し
く
、

地
元
猟
友
会
の
捕
獲
数
も
限

ら
れ
る
。
近
隣
町
で
は
箱
わ

「決算認定」とは

町民のくらしに町民のくらしに

　決算は、本町に入ったお金（収入）や使ったお
金（支出）の実績で、「決算認定」とは、議会が１
年間の決算内容を確認し、確定することです。
　議会には、法律に適合しているか、使われ方は適

答
弁

答
弁

－令和２年度決算を審議－

新
規
就
農
者
へ
農

地
等
を
継
承
で
き

る
仕
組
み
は

農
業
次
世
代
人

材
投
資
事
業
補

助
金
の
課
題
と
し
て
、
農
地

が
な
か
な
か
取
得
で
き
な
い

点
が
新
規
就
農
の
課
題
と
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
新
規
就
農

者
の
募
集
の
際
、
離
農
が
あ

っ
た
農
地
等
を
継
承
で
き
る

仕
組
み
を
検
討
で
き
な
い
か
。

質
疑

答
弁

農
村
浄
化
槽
設
置

推
進
事
業
補
助
金

の
複
数
回
申
請
は

可
能
か

質
疑

答
弁

カ
ラ
ス
に
よ
る
被

害
の
軽
減
策
を
研

究
す
る
考
え
は

質
疑

小
中
学
校
に
エ
ア

コ
ン
設
置
の
考
え

は
あ
る
か小

中
学
校
に
エ

ア
コ
ン
設
置
の

要
望
が
さ
れ
て
い
る
が
、
現

状
の
考
え
を
伺
う
。

質
疑

答
弁

図
書
館
で
重
点
的

に
整
備
し
た
図
書

は
あ
る
か

質
疑

答
弁

小
中
学
生
ス
ポ
ー

ツ
活
動
送
迎
事
業

の
運
用
状
況
は

質
疑

指
定
管
理
者
の
募

集
要
項
の
検
討
状

況
は

質
疑

答
弁

答
弁

円
山
展
望
台
の
ト

イ
レ
を
修
繕
す
る

考
え
は
あ
る
か

質
疑

質疑・答弁の一部をお知らせします

保
護
者
か
ら
要
望
が
上
が
っ

て
い
る
。
令
和
２
年
度
は
大

型
扇
風
機
を
廊
下
に
設
置
し

温
度
を
下
げ
た
が
、
気
温
が

30
度
を
超
え
る
日
が
長
く
続

く
状
況
も
あ
る
。
財
政
面
も

考
慮
し
て
、
必
要
最
小
限
の

設
置
で
検
討
を
進
め
た
い
。

た
内
容
に
す
る
の
か
な
ど
を

検
討
中
で
あ
る
。

健全化判断比率・資金不足比率の報告（令和２年度）

●実質赤字比率
　地方公共団体の最も主要な会計である「一般
会計」等での赤字の大きさを、地方公共団体の
財政規模に対する割合で表したもの。
●連結実質赤字比率
　上・下水道など公営企業を含む「地方公共団
体の全会計」での赤字の大きさを、財政規模に
対する割合で表したもの。
●実質公債費比率
　地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公
債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規
模に対する割合で表したもの。
●将来負担比率
　地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱
えている負債の大きさを、その地方公共団体の
財政規模に対する割合で表したもの。
●資金不足比率の概要
　資金不足比率は、上・下水道などの公営企業
の資金不足を、公営企業の事業規模である料金
収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪
化の度合いを示すもの。

正かなどを審査し、過去の財政状況と比べて問題点
を指摘し、将来に反映させるなどの役割があります。
　税金の使い方を決めるのが予算ですが、決算は使
われた結果を検討し、今後の予算編成や行財政運営
の改善に役立てる大切な意義があります。

　第５回定例会においては、令和２年度決算に基づく
健全化判断比率・資金不足比率の指標が報告されまし
た。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ
き、監査委員の意見書を添付し、各比率を報告するも
のです。
　この比率のうち、１つでも黄色信号といわれる早期
健全化基準（経営健全化基準）を超える場合は財政健
全化計画を、赤信号といわれる財政再生
基準を超える場合は、財政再生計画の策
定が義務づけられます。

な
を
活
用
し
て
い
る
と
の
情

報
も
あ
る
の
で
、
効
果
等
を

検
討
し
た
い
。

　令和２年度一般会計の歳入決算額（１年間の収入）は101億7,410万円、
歳出決算額（1年間の支出）は98億2,389万円でした。
　歳入歳出差引残額３億5,021万円のうち２億円は財政調整基金（貯金）
に積み立て、残りの１億5,021万円は令和３年度に繰り越しています。

どう使われたかどう使われたか

健全化判断比率 清水町 早期健全化
基準

財政再生
基準

 実質赤字比率 － 15.00％ 20.00％
 連結実質赤字比率 － 20.00％ 30.00％
 実質公債費比率 6.1％ 25.0％ 35.0％
 将来負担比率 1.0％ 350.0％

資金不足比率 清水町 経営健全化
基準

 水道事業会計 － 20.0％
 下水道事業会計 － 20.0％
※－は赤字及び資金不足なし


